
 

いしかわの木が見える家づくり推進事業補助金交付要綱 

 

 

（目的） 

第１条 県は、木材需要の大部分を占める住宅分野における県産材の需要拡大を図るた

め、県産材を一定規模以上使用し、かつ、住宅の一部に目に見える形で活用され

た住宅を取得する者に対し、予算の範囲内において「いしかわの木が見える家づ

くり推進事業補助金」（以下「補助金」という。）を交付するものとする。 

この交付については、石川県補助金交付規則（昭和 34 年石川県規則第 29 号、

以下「県規則」という。）に定めるほかこの要綱によるものとする。 

 

（補助金の交付対象者） 

第２条 この補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

（１）石川県内に自らが居住するために住宅を新築若しくは増改築する者又は新築住

宅を購入する者。 

（２）別に定める「いしかわの木が見える家づくり推進事業者」の認定を受けた者（以

下「推進事業者」という。）が建築する「いしかわの木が見える家」を新築若し

くは増改築する者又は新築住宅を購入する者。 

（３）前項に定める住宅は、県産材を５㎥以上使用した住宅をいう。 

（４）床面積が７０㎡以上の住宅を新築又は新築住宅を購入する者。 

 

 

（補助金の額） 

第３条 補助金額は一件当たり１０万円とする。 

 

（補助金の申込） 

第４条 この補助金の申込みを行おうとする者(以下「申込者」という。) は、別記様

式第１号による申込書（以下「申込書」という。) を知事に提出しなければなら

ない。  

２ 知事は、前項の申込書を受理したときは、その内容を審査し、選定の採否を申

込者に通知（別記様式第２号、以下「選定結果通知書」という。）するものとす

る。 

 

（補助金交付予定者の選定) 

第５条 第４条第２項による補助金交付予定者（以下「予定者」という。）の選定にあ

たって、申込者が補助金交付予定件数を超える場合は、抽選により選定するもの

とする。 

 

（申込内容の変更) 

第６条 予定者は、申込時の内容に変更があったときは、遅滞なく、変更届(別記様式

第４号)を知事に提出し、補助要件の確認を受けなければならない。ただし、補

助要件に適合しなくなった場合は、知事は予定者の資格を取り消すものとする。 

  ２ 前項ただし書きの場合には、第５条の規定に従い新たな予定者を選定するもの

とする。 

 



 

（補助金交付申請・実績報告) 

第７条 予定者のうち、この補助金の交付申請をしようとする者（以下「申請者」とい

う。）は、補助金交付申請書(実績報告書)(別記様式第５号、以下「申請書」とい

う。)を知事に提出しなければならない。 

 

 

（補助金交付決定・額の確定) 

第８条 知事は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じ調査

を行い、申請の内容が適正であると認めたときは、申請者に補助金交付決定(額の

確定)(別記様式第６号)を通知するものとする。 

 

（請求、支払い) 

第９条 申請者は、前条の交付決定通知書を受理した後、請求書(別記様式第７号)を知

事に提出するものとする。 

 

（補助金の返還等) 

第１０条 申請者又は補助金の交付を受けた者が、提出した書類に虚偽の事項を記載、

又は補助金の交付に関し不正の行為をした場合、知事は、補助金を交付せず、

又は交付した補助金の返還を命ずることができる。 

２ 補助金の交付を受けた者は、前項の処分に関して補助金の返還を命じられた

ときは、県規則の定めるところにより返還しなければならない。 

 

（申請者等の取り消し) 

第１１条 知事は、予定者又は申請者が所定の期間までに住宅が完成する見込みがない

など、不測の事態が生じた場合は、その資格を取り消すことができる。 

２ 前項の場合には、第５条の規定に従い新たな予定者を選定するものとする。 

 

（推進事業者の表彰） 

第１２条 知事は、住宅分野において県産材の良さを広く普及し、県産材の需要拡大に

貢献した推進事業者に対して、別に定めるところにより、表彰するものとする。 

 

（雑則) 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、補助金に関して必要な事項は別に定める。 

附則 

この要綱は、平成２１年４月１日から適用する。 

一部改正 平成２２年４月１日改正。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第１号 
いしかわの木が見える家づくり 

推 進 事 業 補 助 金 申 込 書 

 
平成  年  月  日 

 
石川県知事   様 

 
 
申込者  
〒 
住所 
氏名
ふりがな

                印 
電話番号 
 

石川県が実施する、いしかわの木が見える家づくり推進事業補助金交付要綱に基づき、

補助金交付の対象者として選定を受けたいので、下記のとおり申し込みます。 
 

 

住宅
ふ

の
り

建築
が

箇所
な

 ○
○

○
○

市
し

○○町
○○まち

○○丁目
○○ちょうめ

○番地
まるばんち

 

設計者 

〒 住所 
名称 
代表者氏名 
電話番号 

いしかわの木が見える家づくり 
推 進 事 業 者 
（建築事業者） 

〒 住所 
名称 
代表者氏名 
電話番号 
推進事業者認定番号 

県産材の見える箇所  
県産材使用量                 m3 
床面積 m2 
 

添付書類 
①住民票（新住所へ入居後のもの）（コピー可） 
②建築基準法第７条第５項の規定による検査済証注１） 
③完成写真（全体外観及び県産材の見える箇所注２）） 
④県産材産地及び合法木材証明書（別記様式第３号）注３） 

 
注１） 確認申請が不要な箇所での建築の場合は、工事引渡書等（建築箇所、完成日、床面積を

確認できるもの） 
注２）県産材の見える箇所の写真は、見える箇所の全景及び木目が確認できるもの 
注３）「公共事業等における県産材産地及び合法木材証明制について（平成 20 年３月 28 日付け

農政第 4604 号農林水産部長通知）」に基づくもの 
 



別記様式第２号 
選 定 結 果 通 知 書 

 
 

森 管 第    号 
平 成  年 月 日 

 
 
               様 
 
 
 

石川県農林水産部長 
 
 
 
 
  年 月 日付けのいしかわの木が見える家づくり推進事業補助金申込について、（抽選

の結果、）貴殿が補助金交付予定者となることに決定したので通知します。 
 また、住宅が完成し、引渡しを受けた後、速やかに補助金交付申請書を所管の農林総合事

務所に提出してください。 
なお、申込内容に変更があった場合は速やかに変更届を所管の農林総合事務所に提出して

ください。 



別記様式第３号 

平成 年 月 日 

 

県産材産地及び合法木材証明書 
（納入先）  様 

 

事業者の所在： 

事業者の名称： 

代表者の氏名： 

団体認定番号： 

 

下記の物件に使用された木材は、石川県内で合法的に伐採された県産材であることを証明

します。 

 

記 

１ 工 事 名： 

２ 工 事 場 所： 

３ 県産材使用量  

 

樹種 数量 単位 

  ｍ３ 

  ｍ３ 

  ｍ３ 

   

   

合 計  ｍ３ 

 

※ 使用量の内訳明細として、納品伝票等を添付すること 

 

 

 

合法木材供給事業者認定書

に記載されている内容 



別記様式第４号 
 

いしかわの木が見える家づくり推進事業 
補 助 金 申 込 内 容 変 更 届  

 
 

平成  年 月 日 

 
石川県知事  様 

 
 

現住所 
氏
ふり

 名
がな

               印 
電 話 (  )   － 

 
 
さきに、いしかわの木が見える家づくり推進事業の補助金交付予定者に選定されましたが、

下記のとおり内容を変更したいので届出します。 
 

記 

 
変更内容等 

 当  初 変  更 

住宅
ふ

の
り

建築
が

箇所
な

   
活用事例   

対象要件 
県産材の使用量   

 
 
 

 
注 意 辞退される場合は、選定結果通知書を添付してください。 

申込書に準じて変更部分の関係書類を添付してください。 



別記様式第５号 
 

いしかわの木が見える家づくり推進事業 
補助金交付申請書（実績報告書）  

 
平成  年  月  日 

 
石川県知事  様 

 
〒 

住 所 
氏 名               印 
電 話 (  )   － 

 
 
平成  年度いしかわの木が見える家づくり推進事業補助金を下記のとおり交付されたく、

補助金交付要綱第７条の規定により、申請(実績報告)します。 
 

記 

 
１ 交付申請額           円 
 
２ 住宅の完成日   平成  年  月  日 

 
 



別記様式第６号 
いしかわの木が見える家づくり推進事業 
補助金交付決定 (額の確定 )通知書 

 
森  管  第    号 

平 成   年  月  日 
 
所在地 
 
氏 名              様 

 
 

石川県知事  
 
 
 
平成 年 月 日付けで申請のあった、いしかわの木が見える家づくり推進事業補助金に

ついては、石川県補助金交付規則第５条第１項及びいしかわの木がみえる家づくり推進事業

補助金交付要綱第８条の規定により、下記のとおり交付することに決定(額の確定)したので、

同規則第 7 条の規定により通知します。 
 

記 

 
 

(以下交付決定条件記載) 



別記様式第７号 
 

いしかわの木が見える家づくり推進事業補助金請求書 
 
                              平成 年 月 日 
 
    石川県知事   様 
 
                     
                    〒 
                   住 所 
                   氏 名               印 
                   電 話 (  )   － 
 
 
     年  月  日付け森管第   号により補助金の交付決定(額の確定)通知があ

ったいしかわの木が見える家づくり推進事業補助金として、下記金額を交付されるよう交付

要綱第９条の規定により請求します。 
 
 

記 

 
 

請求金額         円 
 
 

金融機関等名 預金種別 口 座 番 号 

 
 
        店 

普  通 
当  座 
 

       

 
 口座名義人（カナ）通帳のカナ名義を記入してください。不明の場合

は金融機関に確認してください。 

                

 
 


